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第1部 臨検監督の意味とその対応
労働基準監督署の役割や組織、労働基準監督官の業務・権限
を踏まえ、「臨検監督」の意味について解説します。
さらに、臨検監督の具体的な手法をもとに、事業場として求めら
れる「対応のポイント」や「心構え」について説明します。

第2部 臨検監督時の調査（安全衛生分野）

労働基準監督官が臨検監督で確認する、安全衛生分野におけ
る具体的な調査事項について解説します。
管理体制、機械設備、資格・教育、労働衛生の3管理、各種報告
など、安全衛生全般のチェックポイントを整理し、事前に取り組ん
でおくべき対応について説明します。

講師

内容

近藤 慎次郎 氏

明るい職場応援事務所 所長
社会保険労務士 労働衛生コンサルタント

厚生労働省愛知労働局健康課長、賃金課長、安全課長を歴任のほか、
岡崎労働基準監督署長、名古屋東労働基準監督署長として奉職し、定年退職。
在職約40年間、労働基準監督官として数千件の事業所へ訪問し、適正な労務
管理や安全衛生管理を指導する。
令和４年４月から社会保険労務士及び労働衛生コンサルタント事務所を開業。

会場

愛知労働基準協会 （9階研修室）

無料配布

当日ご参加のみなさまには、
「労働安全衛生法のポイント」
（労働調査会）を無料配布します。

名古屋市中区栄2-9-26 ポーラ名古屋ビル9F
地下鉄東山線・鶴舞線「伏見駅」下車5番出口 徒歩2分

金

労働基準監督署の調査は、ある日突然、予告なく行われることがあります。労働基準監督署では、この調査を｢臨検監督｣
と呼んでいます。
本セミナーでは、元労働基準監督官が、製造業における臨検監督で実際に確認されるポイントや、現場・管理部門が
どのように対応すべきかをわかりやすく解説します。
適正な安全衛生管理はもちろん、安全で健康な職場づくりを進めるために必要な視点を、実務に即してお伝えします。
経営者の皆さま、そして労務・安全衛生ご担当の皆さまにとって、明日からの現場改善に役立つ内容となっております。
ぜひこの機会にご参加ください。

愛知労働基準協会ホームページ

（https://www.airouki.or.jp/training/）

または左の二次元コードからお申込みください。

※申込締切：7/14(火)まで
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2026

13:30

17:00

-

会場受付 13：00～

◎5/11(月)正午１２時より受付を開始します。

◎配席の都合により、1事業場から複数名でお申込みいただい

た際には、調整をお願いする場合がございます。

◎定員数に達した場合、申込締切日より前に受付を終了させ

ていただきますので、お早めにお申込みください。

会場限定 名100 1事業場につき
1名様

好評
講座

参加
無料

1事業場

1名様

5/11(月)

正午12時

受付開始

お申込みはこちらから

お申込み
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